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バランスシート・行政コスト計算書の作成上の基本的前提条件 
 
（１）対象とする会計 

普通会計を対象とします。 
日高市の場合、次の３つの会計をまとめて１つの会計としたものが普通会計で

す。 
    １．日高市一般会計 
    ２．日高市高麗川駅西口土地区画整理事業特別会計 
    ３．日高市武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計 
     
 
 
 
 
（２）一年基準 

固定・流動の区分については、貸借対照表日の翌日から一年以内に入金又は支

払期限が到来するものを流動資産または流動負債とし、それ以外のものを固定資

産、固定負債とする一年基準を採用しています。 
（３）対象年度及び作成の基準日 

対象年度は平成１７年度とし、バランスシートについては平成１８年３月３１

日（平成１７年度末）を作成基準日としました。 
なお、出納整理期間（平成１８年４月１日から平成１８年５月３１日まで）の

平成１７年度収支に係る出納は、バランスシート作成の基準日までに終了したも

のとして処理を行っています。 
（４）基礎数値 

電子化された昭和４４年度以降の地方財政状況調査表（以下「決算統計」とい

います。）のデータを基礎数値として作成しています。 
（５）バランスシートにおける有形固定資産の評価 

決算統計データによる普通建設事業費を有形固定資産の取得原価とし、土地以

外については、総務省方式の定額法により減価償却を行っています。 
なお、耐用年数は３ページの表１のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※「普通会計」 
一般会計のほか特別会計のうち公営事業会計に属するもの以外の会計で、

一般的に地方財政の計数を用いるときに使用されます。 
 

※「普通建設事業費」 
道路・橋りょう、学校、庁舎など公共又は公用施設の新設、増設、

改良に係る事業費や土地、自動車などの購入費等で、その最終使途が

資本形成のための支出となるものです。 
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（６）行政コスト計算書における計上コストの範囲 
当該年度の市民に提供した行政サービスに要した費用のうち、資産形成につな

がる支出を除いた現金支出に減価償却費、不納欠損額、退職給与引当金繰入等な

どの非現金支出を加えて計上しています。 
（７）行政コスト計算書におけるコストの分類 

総務費、民生費、農林水産業費、土木費などの目的別経費を列、人件費、物件

費、扶助費、普通建設事業費などの性質別経費を行とした表となっております。 
（８）現金主義と発生主義の調整 

一般に、市町村の会計は現金の支払いの時点で、収入及び支出を計上する「現

金主義」で経理が行われているため、現金の収入支出にかかわらず、その期間内

に発生したかどうかを基準にして収益及び費用を計上するよう再配分しています。 
（９）その他 

・ その他の構成内容や作成条件については、総務省より公表された「地方公

共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」（平成１３年３月）

に基づきバランスシート及び行政コスト計算書を作成しています。 
・ 今回作成しましたバランスシート及び行政コスト計算書については正規の

企業会計原則により作成したものではないため、あくまでも当市の財務状況

を示す試作表として作成しています。 
・ 報告書表中の数値については、端数処理（四捨五入）の関係上、個々に積

み上げた数値と合計の数値が一致しない場合があります。 
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 表１ 総務省方式による耐用年数表 

 
 
 
 
 
 

区   分 耐 用 年 数 区   分 耐 用 年 数 

１ 総 務 費 

 (1) 庁 舎 等 

 (2) そ の 他 

 

     ５０ 

     ２５ 

２ 民 生 費 

 (1) 保 育 所 

 (2) そ の 他 

 

     ３０ 

     ２５ 

３ 衛 生 費      ２５ 

４ 労 働 費      ２５ 

７ 土 木 費 

 (1) 道    路 

 (2) 橋りょう 

 (3) 河    川 

 (4) 砂    防 

 (5) 海岸保全 

 (6) 港    湾 

 (7) 都市計画 

  ア 街  路 

  イ 都市下水路 

  ウ 区画整理 

  エ 公    園 

  オ そ の 他 

 (8) 住    宅 

 (9) 空    港 

 (10)そ の 他 

 

    １５ 

    ６０ 

    ５０ 

    ５０ 

    ５０ 

    ５０ 

 

    １５ 

    ２０ 

    ４０ 

    ４０ 

    ２５ 

    ４０ 

    ２５ 

    ２５ 

５ 農林水産業費 

 (1) 造    林 

 (2) 林    道 

 (3) 治    山 

 (4) 砂    防 

 (5) 漁    港 

 (6) 農業農村整備 

 (7) 海岸保全 

 (8) そ の 他 

 

     ２５ 

     １５ 

     ３０ 

     ５０ 

     ５０ 

     ２０ 

     ５０ 

     ２５ 

６ 商 工 費      ２５ 

 

 

８ 消 防 費 

 (1) 庁    舎 

 (2) そ の 他 

 

    ５０ 

    １０ 

９ 教 育 費     ５０  

10 そ の 他     ２５ 

 

会計年度の減価償却費＝取得時の価格÷耐用年数 

※減価償却 
固定資産（建物、構築物、車両等）が使用によって摩耗損耗したり、時の

経過により陳腐化したりすることでその価値が減少していきます。この価値

の減少額が減価償却費で、今回のバランスシートでは定額法により計上して

います。 
定額法とは、減価償却費の計上額が毎会計年度一定となる方法で、会計年

度の減価償却費は、次の数式で求めることができます。 



 

 4 

Ⅰ バランスシート 
 
１ バランスシートの意義 
 

バランスシートは、ある一時点における日高市の財政状況を示したものです。そ

の内容は、左側（借方）に市が行政サービスをするための資産をどのくらい保有し

ているか、右側（貸方）に資産を取得するために使われた資金のうち、将来返済し

ていかなければならない負債はどのくらいあるのか、また資産から負債を差し引い

た正味資産はどのくらいあるのかを示しています。今回作成したバランスシートは、

資金の源泉と使途を表すものであり、税金の効率的な活用が求められる地方自治体

の財政運営に役立つものと考えられます。 
日高市の平成１７年度（平成１８年３月３１日現在）のバランスシートは、次ペ

ージのとおりです。 
これにより、平成１８年３月３１日現在の日高市の資産は、約６９２億円となっ

ています。 
そのうち有形固定資産が約６４０億円で資産全体の約９２％を占めています。こ

れは、今までに整備された社会資本の現在価値を示しています。また社会資本の整

備等に係る財源として将来に返済していかなければならない負債が約１７１億円と

なっており、そのうち地方債が約１４３億円（翌年度償還予定額約１４億円を含

む）で負債全体の約８３％を占めています。 
さらに、資産から負債を差し引いた将来に負担を残さない正味資産については国

・県支出金が約７１億円で正味資産全体の約１５％、市民税などの一般財源等が約

４５０億円で約８５％、合計で約５２１億円となっています。これらは国や県から

の補助負担金、市民の税金等によって今までに築いた資産の現在価値を示していま

す。 
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２ バランスシートの見方 
 
 資産の部   
 
 １ 有形固定資産 

一会計年度を超えて市の経営資源として用いられる資産のうち、有形であるも

のの現在価値を示すものです。主なものには市役所や公民館、生涯学習センター、

総合福祉センター、文化体育館などの建物と付属設備、橋りょうや道路の舗装な

どの構築物、並びに市の所有している自動車や土地などがあります。平成１７年

度に計上した主な有形資産としましては高根小学校校舎が挙げられます。 
 
 ２ 投資等 
 （１）投資及び出資金 

これまでに市が他の団体に対して行ってきた出資・出捐の金額を示すもので

す。具体的には下表のような内訳となります。 
投資又は出資先 投資又は出資金額（単位：千円） 

埼玉県信用保証協会 ３０２ 
川越総合卸売市場株式会社 ３８１，７００ 
社団法人埼玉県農林公社 ２，５９８ 
埼玉県農業信用基金協会 ２，４１０ 
日高市土地開発公社 ５，０００ 
財団法人埼玉県暴力追放薬物乱用防止センター １，３０７ 
地域福祉基金（日高市社会福祉協議会） １００，０００ 
財団法人埼玉県労働者信用基金協会 １，９６０ 
その他（水道事業出資金、電信電話債権等） ６０７，２０８ 
 

 （２）貸付金 
市が直接外部に対して貸付を実施している場合、又は金融機関等へ預託金を

支出して金融機関等での貸付を実施している場合の当該金融機関等への預託金

の会計年度末での残高を示しています。具体的には下表のような内訳となりま

す。 
貸付金区分 貸付金残高（単位：千円） 

地域総合整備資金貸付金 ３７７，７２９ 
勤労者住宅資金貸付預託金 １０８，０００ 

 
 （３）基金 
   ① 特定目的基金 

特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金です。

具体的には次表のような内訳となります。平成１７年度より巾着田施設整備
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基金を新設しています。 
基金の管理状況 

基金名称 
基金残高 

（単位：千円） 現金 
公共施設建設基金 ３３，１７８ ３３，１７８ 
公共施設整備拡充基金 ４４，４４０ ４４，４４０ 
緑の基金 １３，９６８ １３，９６８ 
ふるさとづくり基金 １１，２４１ １１，２４１ 
巾着田施設整備基金 ５００ ５００ 

 
  ② 定額運用基金 

特定の目的のために定額の資金を運用する基金です。具体的には下表のよ

うな内訳となります。 
基金の管理状況 

基金名称 
基金残高 

（単位：千円） 現金 貸付金 
高額療養費貸付基金 ５，０００ ３，８４３ １，１５７ 
用品調達基金 １０，０００ １０，０００ ０ 
厚生基金 ４，０００ １，６３２ ２，３６８ 

 
 （４）退職手当組合積立金 

日高市は退職手当の支給にかかる事務などを共同処理するために、埼玉県

市町村職員退職手当組合に加入しています。 
退職手当支給のために埼玉県市町村職員退職手当組合が所有する組合構成

団体からの負担金を積み立てた積立金のうち、日高市の持分相当額です。 
 
 ３ 流動資産 
   一年以内に現金化することが可能とされる資産です。 
 （１）現金・預金 
   ① 財政調整基金 

通常収支の不足や緊急な事業を実施する場合の財源とするなどの財源調整

を図るための基金です。基金の管理状況は下表のとおりです。 
管理状況 基金残高（単位：千円） 

現      金 １，７６８，９６７ 
有 価 証 券 １０，０００ 

 
   ② 減債基金 

地方債などを計画的に償還するために積み立てている基金です。基金の管

理状況は下表のとおりです。 
管理状況 基金残高（単位：千円） 

現      金 １８９，２６３ 
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③ 歳計現金 

     年度末の歳入総額から歳出総額を差し引いた決算剰余金です。 
 
 （２）未収金 
   ① 地方税 

会計年度内に収入されていない市民税等の未収金です。内訳は下表のとお

りです。 
税目 収入未済額（単位：千円） 

市民税 １９６，４３９ 
固定資産税 ２８４，５４４ 
軽自動車税 ５，４２３ 
都市計画税 ２７，９８４ 

 
   ② その他 

地方税以外の未収金です。なお、国庫支出金及び県支出金については補助

対象事業の繰り越しによるもので、事業が完了する平成１８年度に収入され

ることとなります。内訳は下表のとおりです。 
科目 収入未済額（単位：千円） 

老人保護措置費負担金         １，４１８ 
保育所入所児童保護者負担金          １，４２１ 分担金及び負担金 
学童保育室保護者負担金           １４２ 

国庫支出金 公立学校施設整備費補助金 ４，５６９ 
県支出金 経営構造対策事業補助金 ８８，８８１ 

生活保護費返還金 ５９５ 
諸収入 

児童扶養手当還付金 ３９９ 
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 負債の部  
 
 １ 固定負債 
   負債のうち一年を超えて支払われるものです。 
 （１）地方債 

事業を行うための財源を調達することを目的として市が借り入れる借入金で、

その返済が一会計年度を超えるものをいい、平成１９年４月１日以降に返済が

予定される金額です。借入先別の現在高は下表のとおりです。 
借入先 現在高（単位：千円） 

政府資金（財務省、日本郵政公社） ７，９６２，３３５ 
公営企業金融公庫 １，１１０，１５９ 
市中銀行、その他金融機関 ３，１４１，６１７ 
共済等 ４５５，９６０ 
その他（埼玉県） ２７０，６３０ 
 

 （２）債務負担行為 
   ① 物件の購入等 

ＰＦＩや五省協定等の手法により有形固定資産を整備した場合、長期にわ

たって支払いをしていくことがあります。この翌年度以降支出予定額、つま

り残債務を計上します。 
日高市では、土地開発公社より市の事業用地として買い取った土地を分割

払いにより償還しているので、その残りの債務を計上していましたが、平成

１７年度で終了しています。 

事由 
平成18年度以降の支出予定額 

（単位：千円） 
日高市土地開発公社からの用地取得 ０ 

 
   ② 債務保証又は損失補償 

日高市が土地開発公社などに対して行っている債務保証及び損失補償につ

いて、現実に債務保証あるいは損失補償が発生し、金額が確定しているもの

を計上します。 
 
 （３）退職給与引当金 

市職員の退職手当は、埼玉県市町村職員退職手当組合から支給されますが、

この支給される退職手当の財源は組合構成団体の負担金で賄われるため引当金

として負債計上します。金額は、年度末に全職員（当該年度末退職者を除く）

が普通退職したと仮定した場合の支給額の１００％です。 
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２ 流動負債 

 （１）翌年度償還予定額 
地方債の発行残高のうち翌年度に償還しなければならない地方債の元金の額

です。借入先別の償還額は下表のとおりです。 
借入先 現在高（単位：千円） 

政府資金（財務省、日本郵政公社） ６４１，１６１ 
公営企業金融公庫 ７２，５７１ 
市中銀行、その他金融機関 ５１２，５４５ 
共済等 １２０，７６０ 
その他（埼玉県） ３３，４８０ 
 

 （２）翌年度繰上充用金 
市の決算において当該年度の歳出に対し歳入が不足するとき、翌年度の歳入

を繰り上げてその不足分を賄う処理をした場合の金額です。 
 
 正味資産の部  
 
 １ 国庫支出金 

市が現在所有している資産のうち、国の支出により形成されたものの現在価値

を示すものです。 
 ２ 県支出金 

市が現在所有している資産のうち、県の支出により形成されたものの現在価値

を示すものです。 
 ３ 一般財源等 

資産総額から負債総額、国庫支出金、県支出金を差し引いた金額です。また市

が現在所有している資産のうち主に市民の税金などにより形成されたものの現在

価値ともいえます。
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Ⅱ バランスシートを活用した財務分析 
 
１ 経年比較貸借対照表 
 

平成１３年度から平成１７年度までの５年間のバランスシートについては、次表

のとおりです。 
平成１３年度と平成１７年度を比較した場合、資産が約１９億円、正味資産が約

４億円減少しています。また負債は約１５億円減少しています。 
まず資産の部の各項目について見てみます。有形固定資産については、区画整理

事業等の都市基盤整備により約６億円増加しています。一方、投資等については平

成１６年度の土地開発基金廃止の影響により、約１９億円の減少となっております。

流動資産については財政調整基金など、約６億円の減となっております。財政調整

基金については、平成１５年から３ヵ年続けて取り崩しを行っており、平成１７年

度においても４億２千万円の取り崩しを行いました。今後も国庫補助負担金の廃止

や減額、地方交付税の減額が行われることが予測されるため、基金残高が減少して

いく傾向にあると考えます。 
次に負債の部の各項目について見てみます。固定負債については、減少傾向を示

しており約１６億円減少しています。これは市債の元金償還と債務負担行為の弁済

によるものです。基本的に市債残高は当該年度の元金償還額より当該年度の借入額

が少なければ年々減少していきます。また定時償還以外に繰上償還を積極的に行っ

ていることも市債残高の減少に大きく寄与しています。 
最後に正味資産の部の各項目についてですが、国庫支出金、県支出金ともに減額

となっています。これは補助対象事業費の減少及び補助金を受けて整備した有形固

定資産の減価償却などによるもので、あわせて約５億円の減額となっています。国

庫支出金や県支出金については、三位一体の改革における国庫補助負担金改革を受

け減少傾向となりますが、ハード事業ではさらに減額傾向となることが予想されま

す。国庫支出金や県支出金は将来に負担を残さない財源として活用すべきものです

が、補助事業であっても少なからず市の負担は生じるので、負担が最も少なくなる

方法を検討していく必要があります。 
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２ 社会資本形成の世代間負担比率 
 

社会資本の整備結果を示す有形固定資産のうち、地方債や債務負担行為などによ

り形成された割合を見ることによって、これまでの世代によりすでに負担されたも

のと将来返済しなければならないものとの割合がわかります。 
有形固定資産は、長期にわたって市民に利用されるものですから、負担の公平と

いう観点からは、必ずしも既に負担された割合が高い方が良いとはいえません。 
平成１７年度については、有形固定資産の将来負担比率が約１４％となっていま

すので、約８６％がこれまでの世代の負担で整備されてきたことになります。また

将来負担比率についても平成１３年度の約２１％と比較すると７．３ポイント減と

なっており、傾向としては年々減少を示していますので、将来に負担を残していな

いものといえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 減税補てん債、臨時税収補てん債及び臨時財政対策債については、いわゆる建設

地方債ではなく地方の一般財源を補うという性質上、社会資本を形成するための経費

に直接充当しているとは考えにくいため、これらの地方債を除いた額を固定負債とし

て比率を算出しています。 
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３ 歳入総額対資産比率 
 

歳入総額に対する資産の比率を計算することにより、ストックである資産の形成

に何年分の歳入が充当されたかがわかります。平成１７年度については、有形固定

資産で４．３年分、資産合計で４．６年分の歳入に相当する資産が形成されていま

す。数値が高いほど社会資本の整備が進展していることになるものの、歳入総額の

減少により、数値が高くなる点に留意する必要があります。 
平成１３年度と比較すると平成１７年度はそれぞれの数値ともに若干上昇してい

ます。これは区画整理事業への積極的な投資により資産が増加したためです。この

比率は前述のとおり歳入決算額により増減しますが、基本的に資本投下がなければ

減価償却により減少していく比率です。今後固定資産整備に投下可能な財源が減少

していくことによりこれらの比率が年々減少していくことも考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 有形固定資産の行政目的別割合 
 

有形固定資産の行政目的別割合を見ることにより、行政分野ごとの資産形成の比

重を把握することができます。下は、行政目的別に有形固定資産の割合をグラフで

表したものです。有形固定資産約６４０億円のうち、土木費が約３５７億円（５５．

９％）、教育費が約１５８億円（２４．７％）と大部分を占めています。 
これは、道路整備や区画整理事業、また小中学校の校舎や文化体育館、図書館な

どの整備に要した事業費の割合が高かったためです。しかし、この割合は社会資本

の構成割合を示すものであり、割合が低いからといって、その行政分野のサービス

が低いということにはなりません。また福祉関係などの行政サービスは、その年度

に消費されてしまう性格を持つため、社会資本の形成には結びつかないものもあり

ます。なお、これらの社会資本の形成につながらないものについては、後述の行政

コスト計算書にて示されることとなります。 
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５ 有形固定資産の行政目的別経年比較 
 

行政目的別の有形固定資産を経年比較することにより、行政分野ごとに社会資本

がどのように形成されてきたかがわかります。平成１３年度と平成１７年度を比較

してみると、資産額は全体で増額となっていますが、多くの費目では減少傾向にあ

ります。その中で、土木費が約３０億円増加しています。この５年間の事業費が主

に道路の整備や区画整理事業などの都市基盤整備に使われてきたことがわかります。 
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６ 企業会計的分析手法 
 

企業会計の財務分析手法である各指標を地方自治体に当てはめて算出した指標で、

次の３つの比率があります。 
 
 

（１）正味資産構成比率 
企業会計でいう「自己資本比率」に相当するもので、総資本のなかに占める正

味資産の割合を示します。この比率が高いほど、将来返済を負わない資金（正味

資産）で固定資産が整備されたことになります。 
日高市の場合は、概ね７０％台で推移しており、この指標の水準から極力将来

に負担を残さぬ財政運営を行ってきているということや国庫支出金や県支出金な

どの財源を有効に活用できていることが伺えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）流動比率 

企業における資金繰りの安全性を示すもので、地方自治体の場合は翌年度の地

方債の償還予定額など流動負債に対する現金などの流動資産の占める割合です。 
日高市の場合は、流動資産合計が平成１４年度をピークに減少が続いており、

流動負債合計もこれまではやや増加傾向でありましたが、平成１７年度は減少と

なっております。流動比率からすれば、安全性に問題はないと考えますが、流動

資産である財政調整基金の取り崩しが平成１５年度より続いていることを考慮し、

基金残高を注視した財政運営が必要になります。 
 
 
 
 
 
 

※総資本 
企業の資金調達資本の総額。株式や内部保留等からなる返済義務の

ない自己資本と借入金や社債などの返済義務を伴う債務の性格を有す

る他人資本に区別されます。地方自治体のバランスシートでは負債と

正味資産の合計に相当するものです。 
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（３）固定比率 

固定資産の取得を自己資金で賄っている割合を示すものです。企業においては

１００％以下が望ましいということになりますが、日高市においては１２０％程

度で推移しております。しかしながら、地方自治体の場合は企業と異なり、世代

間負担の公平性の観点から同様の判断にはつながらないと考えます。 
 

 
 
 
 
 
 
７ 市民１人当たりのバランスシート 
 

バランスシートを他の市町村と比較する場合、通常のバランスシートだけでは予

算額や人口規模などの違いにより、そのまま比較することはできません。そこでバ

ランスシートの各項目の金額を人口（平成１８年３月３１日現在の住民基本台帳人

口５４，３９８人）で割り、市民１人当たりの金額を算出することによって、簡単

な比較が可能となります。 
平成１８年３月末現在、市民１人当たりの額は、資産の合計が約１２８万円、負

債の合計が約３２万円、正味資産の合計が約９６万円となっています。 
なお、市民１人当たりのバランスシートの経年比較は次のとおりです。 

 


